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日本民俗学会67回年会 於関西学院大学 2015・10・11 

「伝統的知識」と民俗－中国・台湾・沖縄奄美のABS法を考える―     稲村 務（琉球大学） 

tinamura@ll.u-ryukyu.ac.jp 

Ⅰ 問題の所在 

 世界のなかの民俗学 

   民俗学の国際化  疲弊する地域民俗学 

国立大学の再編  日本史or人類学or政策科学or地域研究   教育学、文学、宗教学 

         glocalism 公共 資源    

資源化・公共化→知的財産としての「囲い込み」と政治化 

 

民俗学＝民間伝承論＝フォークロア研究という枠組みの見直し[岩本1998] 

folklore= les traditions populairesか？ tradition＝伝承＝伝統 か？ 

 伝承＝「伝達継承の短縮」「柳田の造語」「伝播との区別」[平山1992:22-23]･･･しかし相当の英語は tradition？ 

   

文部科学省による  フォークロアの定義  

「フォークロアとは、「民間伝承」や「民族
マ マ

文化財」等と呼ばれ、ある社会の構成員が共有する文化的資産である伝統

的文化表現（Traditional Cultural Expressions; TCEs）を意味する。具体的には、民族特有の絵画、彫刻、モザイク

等の有形なもののほか、歌、音楽、踊り等の無形のものも含まれる。これまでも、様々なモデル規定や枠組み等によっ

て定義がなされてきた。 

 なお、「遺伝資源、伝統的知識及びフォークロアに関する政府間委員会（IGC）」の議論では、幾つかの参加国から「フ

ォークロア」という言葉に異議がなされ、TCEsという単語を用いている。」 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/009/05041601/005.htm  文部科学省 

 

・・・この背景には「伝統的知識」（traditional knowledge:TK）と民俗(folklore= TCEs)をand/orとして区別し

ようという国際機関の力が加わっている。 

  →柳田の三分類のうち1部（有形文化）と2部（言語芸術）のみを folkloreとして3部（心意現象）（ほぼTK）と区別 

 

伝統 traditionとは何か？ 「近代の自己形成の額縁のようなもの」 [関 1998,2002] 

  伝統 tradition概念の政治化の懸念（柳田1937）…e.g.「中華（中国）の伝統」 

  伝統の創造論(ホブスボウム)…西洋近代からの眼差しと接触によって inventされる tradition  

  伝統と民俗→制度化と制度未満？ 資源化と資源化未満？ 公共と公共未満？ 

     民俗学とは民俗語彙を手掛かりに複数形の「近代」を解明するもの[稲村2012] 

フォークロア研究[島村 2014]…経験(experience)・知識(knowledge)・表現(expression) 

 

国際機関→伝統的知識（traditional knowledge）とフォークロア(follore)を分離して論じようとする傾向 

  …folkloreは過去の（／生きた）表現(expression) 

  ＊日本からは「生きた」および表現(expression)の意味の拡大を要求するべき？ 

 

イギリス tradition/foklore フランス les traditions popuriare  ドイツvolkskunde 

→南北アメリカ 米語 culture/folklore  南米 folclore（スペイン語）…過去のもの、表現的なものの強調 

・・・先住民／外来の白人という構図がわかり易い 

   

結局「伝承」に相当する英語はない 

 

伝統的知識(traditional knowledge:TK)とは何か？ 

  ・「伝承的知識」と同じといえるか？あるいは「伝承」と同じとすべきか？ 
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Ⅱ ABS法の突きつけるもの―「先住民」の「伝統的知識」 

名古屋議定書（2010年10月29日決議、2014年10月12日に議定書は発効） 

ABS法（Access and Benefit-Sharing）とは「遺伝資源及び伝統的知識に関するアクセスとその利用から生ずる

利益の配分」についての法、 フィリピン（1995年）、インド（2002年）などがすでに法制化 

問題・・・ 

「伝統的知識」(TK)と先住民 Indigenous peoples（先住民・原住民） 

国際的な知的財産制度とされる 

「遺伝資源（genetic resources: GR）TK(traditional knowledge伝統的知識) /folklore(民俗) 

 

 

＊台湾での法制化の動き[田上2009b]、沖縄／琉球、中華人民共和国[田

上2009a]の動き 

 

＊2014年8月30日には国連人種差別撤廃委員会は日本政府に対して

琉球／沖縄（Ryukyuan/Okinawan）を「先住民」とし人種差別を撤

廃するよう勧告 

 

 

 

図 1  青木・田上2011:196  

 

「伝統的知識」とは、生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関連する伝統的な生活様式を有する原住民の社

会及び地域社会の伝統的知識、工夫及び慣行をいう （Awe:Kon任意ガイドライン青柳田上訳文:224） 

→８(j)として審議事項であるが、定義としては成立していない 

 

人文社会科学の事典類で「伝統」と「伝承」を分けて立項しているのはおそらく『日本民俗大辞典』(2006)のみ 

 

柳田の訳語の戦略は伝承と伝統とをなんとなく使い分けながら伝承という問題を学問的に維持していくことと思

われる。それには成功しているが、国際化や法律用語化などは避けてand/or失敗している。柳田の成功は「伝承

する」という動詞を生み出したこと（cf.「伝統する」）。「伝承的」という形容詞を民俗学は推進すべき（cf.「伝

統的」）。日本語では伝承と伝統は明らかに異なる領域になっている（e.g.「戦争の伝承」「戦争の伝統」）。 

 

フランスの過度に中央集権化した国家内の民間伝承＠ 

ドイツの統合志向のvolks＠のなかのバランス …川田順造 

 

結論 

 １）traditional knowledge=伝承と主張し、定義を検討する 

 ２）folklore/traditional knowledgeの分離に反対する 

 ３）folkloreの定義上の意味を拡大する 

 ４）民俗・民間伝承を日本語に限定しminzoku,denshoとして主張する 

 

２）３）は国際的合意として難しく修辞的戦略が必要 

４）は柳田の外延的定義を国際的に認知させることに無理があり、国際化を半ば断念 

 

１）の場合、平山の定義とどう近づけるかという問題と学問の名称をどうするかという問題がある 

 フォークロア研究（folklore studies）ではなく、traditional knowledge studies=伝承学 

として folkをどう位置付けるか indigeniousと localにするか 

民間伝承学＝popular/folk traditional knowledge studiesでよいか 

民俗学＝（popular/folk）tradition and folklore sutudiesまたは traditional knowledge and folklore studiesを
主張すべき  ＊更に法学的検討、地理的表示保護制度、商標、知的財産法 
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